
 
冊子テンプレート 

A4 1P（210mm × 297mm ) 
 

 

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲 
●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ 
●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲 
 

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★ 
「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で 
ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください 

冊子のデータ製作について 

・ページ数は表紙も含めた数になります 

・データは 1P ごとでも 見開きでも ご入稿頂けます 

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください 

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示ください 

 

 

「⾼年齢者雇⽤安定法」が改正されます 

 

７０歳までの雇用の確保のために、事業主が講ずるべき措置（努力義務） 

（その１ 主として直接雇用による雇用の確保） 

 

 

 

 

高年齢者等の雇用の安定に関する法律

（高年齢者雇用安定法）は、少子高齢化が

急速に進行し人口が減少する中で、経済社

会の活力を維持するため、働く意欲がある

誰もが年齢にかかわりなくその能力を十

分に発揮できるよう、高年齢者が活躍でき

る環境整備を図ることを目的とした法律

です。以下、法律の規定とその改正内容に

ついて、「高年齢者就業確保措置及び運用

に関する指針(厚生労働省告示第３５１

号)」の内容を中心に説明します。 

 

１. 現行の高年齢者雇用安定法 

 

現行の高年齢者雇用安定法の概要は、以

下の通りである。 

（１）６０歳未満の定年禁止（義務） 

 定年を定める場合は、定年年齢を６０

歳以上としなければならない。 

（２）６５歳までの雇用確保措置（義務） 

 定年年齢を６５歳未満に定めている

事業主は、次の何れかの措置(高年齢者

雇用確保措置)を講じなければならない。 

① ６５歳までの定年年齢の引き上げ 

② 定年制の廃止 

③ ６５歳までの雇用継続制度（再雇用制

度・勤務延長制度）の導入 

雇用継続制度の適用者は、原則として

「希望者全員」である。（令和７年３月３

１日までの経過措置あり） 

（３）高年齢者雇用確保措置の実施に係るハ

ローワークの指導を繰り返し受けたにも

かかわらず、具体的な取り組みを行わな

い企業には、勧告書が発出され、勧告に

従わない企業は、企業名が公表される場

合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

２. 主な高年齢者雇用安定法改正の内容 

 

（１）６５歳までの雇用確保措置に加え、

６５歳から７０歳までの就業機会を確

保するため、「高年齢者就業確保措置」

として、次の何れかの方法により措置

を講ずる努力義務の新設。(令和３年４

月１日施行) 

① ７０歳までの定年年齢の引き上げ 

② 定年制の廃止 

③ ７０歳までの雇用継続制度（再雇用制

度・勤務延長制度）の導入 

「自社及び特殊関係事業主※１」に加え

て、「他の事業主」によるものも含む。 

（６５歳未満に適用する雇用継続制度

は、「自社及び特殊関係事業主」によ

る雇用のみ） 

④ ７０歳迄継続的に業務委託契約を締結

する制度の導入 

⑤ ７０歳迄継続的に以下の事業に従事で

きる制度の導入 

・事業主が実施する社会貢献事業 

・事業主が委託、出資（資金提供）等する

団体が行う社会貢献事業 

(④～⑤の措置を、「創業支援等措置」と

言う。) 

雇用継続制度、創業支援等措置の適用者

は、対象者を限定した基準を設けることが

可能 (詳細は後述) 

 

※１ 特殊関係事業主とは・・自社の子

法人等、親法人等、親法人等の子法

人、関連法人等、親法人の関連法人

等。(平たく言えば、いわゆるグルー

プ企業のことを言い、詳細な定義は

厚生労働省令で定められているが、

ここでの説明は省略。) 
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（２） 上記の高年齢者就業確保措置のう

ちどの措置を講ずるかについては、労

使間で十分に協議を行い、高年齢者の

ニーズに応じた措置を講ずることが

望ましい。複数の措置を講ずる場合に

は、個々の高年齢者にいずれの措置を

講ずるかについては、個々の労働者の

希望を聴取し、これを十分に尊重して

決定すること。 

なお、上記の高年齢者就業確保措置

で求められている措置を、組み合わせ

て適用することが可能である。 

[例] 

 ① ６８歳まで定年延長、６８歳～７０

歳まで継続雇用制度 

 ② ６８歳まで希望者全員を対象とする

継続雇用制度、６８歳～７０歳まで

は、対象者を限定した継続雇用制度 

 ➂ ７０歳までの継続雇用制度と、７０

歳までの業務委託契約を締結する制

度のうち、希望する制度を選べる制

度 

 

３. 雇用継続制度の対象者 

 

 高年齢者就業確保措置を講ずることは、

事業主の努力義務であることから、措置

（定年の延長及び廃止を除く）の対象とな

る高年齢者に係る「基準」を設けることが

可能である。基準の策定に当たっては、労

使間で十分に協議のうえ、各企業の実績に

応じて定められることが想定されている

が、その内容については、労使に委ねられ

るものであり、基準を設ける際には、「過

半数労働組合等※２」の同意を得ることが

望ましい。 

ただし、労使間で十分に協議の上で定め

られたものであっても、事業主が恣意的に

高年齢者を排除しようとするなど、法の趣

旨や労働関係法令に反する又は、公序良俗

に反するものは、認められない。 

 

[認められる例] 

① 過去〇年間の人事考課の平均が〇以

上である者 

② 過去〇年間の出勤率の平均が〇％以

上である者 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 定期健康診断の結果を産業医が判断し、

業務上支障がないと認められる者 

 

[認められない例] 

① 会社が必要と認めた場合に限る。 

・基準が無いことと等しく、法の趣旨に

反する。 

② 上司の推薦がある場合に限る。 

・同上。 

③ 男性（女性）に限る。 

・男女差別に該当 

④ 労働組合活動に参加していない者に限

る。 

・不当労働行為に該当 

 

 継続雇用しないことについては、「客観

的に合理的な理由」があり、「社会通念上

相当」であることが求められるものと考え

られる。例えば、心身の故障のため業務に

堪えられないものと認められること、勤務

状況が著しく不良で引き続き従業員とし

ての職責を果たしえないこと等の「就業規

則に定める解雇事由又は退職事由（年齢に

係るものを除く）」に該当する場合には、

継続雇用しないことができる。 

 

※２ 過半数労働組合等とは・・労働者

の過半数で組織される労働組合が

あるときはその労働組合、無いとき

は、労働者の過半数を代表する者を

指す。労働者の過半数を代表する者

は、労働基準法に定める管理監督者

の地位にある者ではなく、投票・挙

手等の手続により、事業主の意向に

より選出された者でない者を選出

する必要がある。 

 

４．雇用継続制度を実施する上での留意点 

 

 雇用継続制度の実施に当たっては、次の

点に留意する必要がある。 

 

① 当該労働者が、これまでとは異なる業

務に就く場合は、新しく従事する業務に

関して、研修・教育・訓練を行うことが

望ましい。特に、労働安全衛生法に定め

る安全・衛生のための教育は必須である。 
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② 労働災害による休業４日以上の死傷

病者のうち、６０歳以上の労働者の割合

が増加傾向であることを踏まえ、高年齢

者が安全に働ける環境づくりのため、職

場環境の改善や健康や体力の状況把握

とそれに応じた対応など、就業上の災害

防止対策に積極的に取り組むことが望

ましい。 

③ 自社以外の企業（特殊関係事業主及び

他の事業主。以下「特殊関係事業主等」

と言う。）で継続雇用する場合には、自

社と特殊関係事業主等との間で、当該高

年齢労働者を引き続き雇用することを

約する契約を締結する必要がある。 

④ 雇用の継続に当たっては、可能な限り

個々の労働者のニーズや知識・経験・能

力等に応じた業務内容及び労働条件と

することが望ましい。特に、自社及び特

殊関係事業主以外の、「他の事業主」で

雇用の継続を行う場合は、当該労働者の

知識・経験・能力に係るニーズがあり、

これらが活用される業務があるかにつ

いて、十分な協議を行ったうえで行う必

要がある。 

 

５.賃金、人事処遇制度の見直し 

 

 高年齢者就業確保措置を適切且つ有効

に実施し、高年齢者の意欲及び能力に応じ

た就業の確保を図るために、以下の事項に

留意しつつ、必要に応じて、賃金・人事諸

制度の見直しを図ることを検討する。 

① 年齢的要素を重視する賃金・人事制度

から、能力・職務等の要素を重視した制

度に向けた見直しに努める。その際、当

該制度が、制度を利用する高年齢者の就

業及び生活の安定に配慮した、計画的且

つ段階的なものとなるように努める。 

② 支払う金銭については、就業の実態と

生活の安定等を考慮し、業務内容に応じ

た適切なものになるように努める。 

③ 短時間や隔日での就業制度など、高年

齢者の希望に応じた就業形態が可能と

なる制度の導入に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 契約期間を定めるときには、高年齢者

就業確保措置が７０歳までの就業の確

保を事業主の努力義務としていること

に鑑み、７０歳までは契約更新できる措

置を講ずるように努める。又、むやみに

短い契約期間とすることが無いように

努める。 

⑤ 職業能力を評価する仕組の整備とそ

の有効な活用を通じ、高年齢者の意欲及

び能力に応じた適正な配置及び処遇の

実現に努める。 

⑥ 勤務形態や退職時期の選択を含めた

人事処遇について、個々の高年齢者の意

欲及び能力に応じた多様な選択が可能

となるように努める。この場合、高年齢

者の雇用の安定及び円滑なキャリア形

成を図るとともに、企業における人事管

理の効率性を確保する観点も踏まえつ

つ、就業生活の早い段階からの選択が可

能となるよう、勤務形態等の選択に関す

る制度の整備を行う。 

⑦ 高年齢者就業確保措置の利用を希望

する者の割合が低い場合には、労働者の

ニーズや意識を分析し、制度の見直しを

検討する。 

 

 ６５歳以降の高年齢者就業確保措置に

ついて、主に継続雇用制度について説明し

ました。 

少子高齢化による人手不足や公的年金

の支給開始年齢の引き上げ（選択制）の動

向を考えると、今後、高年齢労働者雇用の

必要性は高まっていくことが予測されま

す。各企業に於かれましては、法改正の趣

旨についてご理解いただき、６５歳以降の

雇用確保に向けてご検討いただくことが

必要であるものと考えられます。 

 

来月は、「創業支援等措置」について説

明します。 

 

(作成 監事 一 井  保) 
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